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定時株主総会

証券コード：8393

6月26日日時

場所
宮崎市松山1丁目1番1号

宮崎観光ホテル 
東館3階「光燿の間」
※末尾の「株主総会会場のご案内図」をご参照ください。

こう よう

2025年 木
午前10時（受付開始 午前9時）

当行本店（宮崎市）

当日ご来場の株主さまへのお土産は廃止させていた
だいております。
何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。
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証券コード8393
2025年６月４日

（電子提供措置の開始日2025年６月３日）
株 主 各 位

宮崎市橘通東４丁目３番５号
株式会社
取締役頭取 杉 田 浩 二

第140期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当行第140期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し

あげます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記

ウェブサイトに電子提供措置事項を掲載しております。
【当行ウェブサイト】
https://www.miyagin.co.jp/kabunushi/annual-general-meeting/
また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。
【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=
Show
（上記のウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「宮崎銀行」ま
たは、「コード」に「8393」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/ＰＲ情報」
を順に選択のうえ、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よ
りご覧ください。）
なお、当日ご出席されない場合は、インターネット等または書面により議決権を行

使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2025
年６月25日（水曜日）午後５時までに議決権を行使してくださいますようお願い申し
あげます。

敬 具
記

1. 日 時 2025年６月26日（木曜日）午前10時
2. 場 所 宮崎市松山１丁目１番１号

宮崎観光ホテル 東館３階「光燿の間」
3. 目的事項

報告事項 （1）第140期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）事業報告および計算
書類報告の件

（2）第140期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）連結計算書類ならび
に会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

決議事項 第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 監査等委員でない取締役５名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件
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4. 議決権行使について

当日ご出席による
議決権行使

郵送による
議決権行使の場合

電磁的方法
（インターネット等）による

議決権行使の場合

当日ご出席の際は、お手数ながら同
封の議決権行使書用紙を会場受付に
ご提出くださいますようお願い申し
あげます。

同封の議決権行使書用紙に議案に対
する賛否をご表示のうえ、2025年
6月25日（水曜日）午後５時までに
到着するようご返送ください。議決
権行使書面において、議案に賛否の
表示がない場合は、賛成の意思表示
をされたものとして取り扱わせてい
ただきます。

議決権行使ウェブサイト（https://
www.e-sokai.jp）にアクセスして
いただき、画面の案内にしたがって
議案に対する賛否をご入力ください。

開催日時

2025年6月26日（木曜日）
午前10時

行使期限

2025年6月25日（水曜日）
午後５時到着分まで

行使期限
2025年6月25日（水曜日）

午後５時まで
3〜4頁の「インターネット等による議決
権行使のご案内」をご確認ください

１ 議決権行使書用紙と電磁的方法（インターネット等）により重複して議決権を行使された場合
は、電磁的方法（インターネット等）によるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただ
きます。

２ 電磁的方法（インターネット等）により複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行わ
れたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

以 上
●当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよう
お願い申しあげます。また資源節約のため、本招集ご通知をご持参いただきますようお願い申し
あげます。

●電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。
●ご送付している書面は、書面交付請求に基づく電子提供措置事項記載書面を兼ねております。なお、法令および当行

定款第16条の規定に基づき、下記の事項を除いております。したがって、当該書面は監査報告を作成するに際し、監
査等委員会および会計監査人が監査をした書類の一部であります。
1. 事業報告
①当行の新株予約権等に関する事項
②財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
③業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況
④特定完全子会社に関する事項 ⑤親会社等との間の取引に関する事項
⑥会計参与に関する事項 ⑦その他

2. 計算書類等
①株主資本等変動計算書 ②個別注記表 ③連結株主資本等変動計算書 ④連結注記表



インターネット等による議決権行使のご案内

　インターネットによる議決権行使は、当行
の指定する以下の議決権行使ウェブサイトを
ご利用いただくことによってのみ可能です。
なお、スマートフォンをご利用の方は同封の
議決権行使書用紙に記載された「スマートフ
ォン用議決権行使ウェブサイトログインQR
コード」を読み取りいただくことにより、「議
決権行使コード」および「パスワード」が入
力不要でアクセスできます。

議決権行使期限

2025年６月25日（水曜日）午後５時まで

議決権電子行使プラットフォームについて
管理信託銀行等の名義株主さま（常任代理人さまを含みま
す。）につきましては、株式会社ＩＣＪが運営する議決権
電子行使プラットフォームのご利用を事前に申し込まれた
場合には、当行株主総会における電磁的方法による議決権
行使の方法として、右記インターネットによる議決権行使
以外に、当該プラットフォームをご利用いただくことがで
きます。

ご注意事項
●  インターネット接続にファイアウォール等を使用されている場合、アンチウィルスソフトを設定されている場合、PROXYサーバーをご利

用の場合等、株主さまのインターネット利用環境によって、ご利用いただけない場合もございます。
●   議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（プロバイダー接続料金・通信料金等）は、すべて株主さまのご負担となりま

す。また、スマートフォンを含む携帯電話のフルブラウザ機能を用いた議決権行使も可能ですが、機種によってはご利用いただけない
場合がありますので、ご了承ください。

議決権行使ウェブサイト
https://www.e-sokai.jp

「
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「次へすすむ」をクリック

議決権行使ウェブサイトへ
アクセス01

QRコードを読み取る01

同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォ
ン用議決権行使ウェブサイトログインQRコー
ド」をスマートフォンかタブレット端末で読
み取る
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パソコンなどの操作方法に関するお問い合わせ先
株主名簿管理人：三井住友信託銀行㈱ウェブサポート専用ダイヤル
電　　　　　話：0120-707-743（フリーダイヤル）
受　付　時　間：9:00～21:00（土日・祝日も受付）

以
降
は
画
面
の
案
内
に
し
た
が
っ
て

賛
否
を
ご
入
力
く
だ
さ
い
。

画
面
の
案
内
に
し
た
が
っ
て
行
使
完
了
で
す
。

※上記方法での議決権行使は1回に限ります。
一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合には、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」および「パスワード」
を入力ください。

議決権行使方法を選ぶ02 各議案の賛否を選択03

ログイン02 パスワードの入力03

「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」を読み取りいただくこ
とにより、「議決権行使コード」および「パスワード」が入力不要でアクセスできます。

お手元の議決権行使書用紙に記載された「議決
権行使コード」を入力し、「ログイン」をクリック

お手元の議決権行使書用紙に記載された「パ
スワード」を入力し、「次へ」をクリック

議決権行使ウェブサイ
ト画面が開くので、議
決権行使方法を選ぶ

画面の案内にしたがって
各議案の賛否を選択

○○○○○○○

○○○○○○○

○○○○○○○○○○

○○○○○○○
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株主総会参考書類
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議案および参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、経営体質の強化、充実のため内部留保の確保
に努めつつ、積極的かつ安定的な利益還元を実施することを基本方針としてお
ります。
当期の期末配当につきましては、業績および経営環境等を総合的に勘案し、

以下のとおりといたしたいと存じます。これにより、中間配当金を含めました
当期の配当金は1株につき110円となります。

1. 期末配当に関する事項
（1） 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当行普通株式１株につき金55円 総額934,249,525円
（2） 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年６月27日
2. 剰余金の処分に関する事項
（1） 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 5,800,000,000円
（2） 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 5,800,000,000円
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第２号議案 監査等委員でない取締役５名選任の件
現任の取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において

同じです。）４名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つき
ましては、取締役５名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号 氏 名 現在の当行における地位等

1 す ぎ た こ う じ

杉田 浩二 再 任 取締役頭取（代表取締役）

２ に し か わ よ し ひ さ

西川 義久 再 任 常務取締役（執行役員兼務）

３ わ た な べ と も き

渡邊 友樹 再 任 常務取締役（執行役員兼務)

４ こ と よ り せ つ や

琴寄 攝也 新 任 執行役員市場金融部長

5 な が と も ま さ と

長友 正人 新 任 延岡営業部長
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生年月日
1958年10月22日

所有する当行の株式の数
5,400株

1 すぎ た こう じ

杉田 浩二 再 任

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1981年４月 当行入行
2000年２月 妻ヶ丘支店長
2000年６月 妻ヶ丘支店長兼一万城支店長
2003年６月 営業統括部営業店指導役
2006年６月 鹿児島南支店長
2008年６月 営業支援部長
2010年６月 営業統括部長兼営業支援部長
2011年４月 営業統括部長
2012年６月 当行取締役経営企画部長兼収益管理室長
2014年６月 当行取締役本店営業部長兼江平支店長
2015年６月 当行常務取締役
2019年６月 当行常務取締役（執行役員兼務）
2020年４月 当行常務取締役（執行役員リスク統括部長兼務）
2020年６月 当行代表取締役頭取

現在に至る
（担当） 秘書室
（重要な兼職の状況） 一般財団法人みやぎん経済研究所理事長
（取締役在位年数）13年（本総会終結時）

取締役候補者
とした理由

当行の国際部門・営業戦略部門・経営企画部門・重要拠点である宮崎地区の統
括を経て、2020年から頭取を務めるなど、当行における豊富な業務経験と銀行
経営に関する知見を有しているため、取締役として選任しました。

生年月日
1965年２月13日

所有する当行の株式の数
2,343株

2 にし かわ よし ひさ

西川 義久 再 任

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1987年４月 当行入行
2012年１月 大工町支店長
2013年６月 審査部次長
2014年４月 審査部副部長
2015年６月 福岡支店長
2017年４月 人事部長
2018年６月 当行取締役人事部長
2019年４月 当行取締役監査部長
2019年６月 当行上席執行役員監査部長
2020年６月 当行上席執行役員鹿児島営業部長
2022年６月 当行常務取締役（執行役員営業統括部長兼務）
2023年 6 月 当行常務取締役（執行役員兼務）

現在に至る
（担当）融資部、リスク統括部、事務統括部、総務部
（取締役在位年数）３年（本総会終結時）

取締役候補者
とした理由

人事部門・監査部門を歴任し、人財育成や業務品質管理に豊富な知識を有する
とともに、当行重要拠点での支店長、営業戦略部門の統括を経て、収益力強化に
おける知識・経験を有しているため、取締役として選任しました。
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生年月日
1967年６月17日

所有する当行の株式の数
2,932株

3 わた なべ とも き

渡邊 友樹 再 任

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1990年４月 当行入行
2012年４月 住吉支店長
2014年６月 東京支店長兼経営企画部東京事務所長
2016年４月 経営企画部副部長兼広報室長
2017年４月 事務統括部長
2021年４月 経営企画部長
2022年６月 執行役員経営企画部長
2023年６月 当行常務取締役（執行役員経営企画部長兼務）
2024年７月 当行常務取締役（執行役員兼務）

現在に至る
（担当） 経営企画部、市場金融部、人事部、グループ会社
（取締役在位年数）２年（本総会終結時）

取締役候補者
とした理由

事務統括部門・経営企画部門を歴任し、当行の業務品質管理や経営管理に豊富
な知識・経験を有しているため、取締役として選任しました。

生年月日
1969年５月20日

所有する当行の株式の数
466株

4 こと より せつ や

琴寄 攝也 新 任

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1992年４月 ㈱さくら銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
2022年４月 当行市場金融部長（㈱三井住友銀行より出向）
2023年６月 当行入行 執行役員市場金融部長

現在に至る

取締役候補者
とした理由

株式会社三井住友銀行において長年にわたりマーケット部門に従事しており、
2022年からは当行の市場金融部長を務めております。市場運用業務に関する豊
富な知識・経験を有しているため、取締役として選任しました。
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生年月日
1969年４月14日

所有する当行の株式の数
399株

5 なが とも まさ と

長友 正人 新 任

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1992年４月 当行入行
2015年６月 赤江支店長
2017年４月 国分支店長
2020年４月 佐土原支店長兼西佐土原出張所長
2022年６月 橘通支店長
2023年６月 延岡営業部長

現在に至る

取締役候補者
とした理由

当行重要拠点での支店長を歴任し、豊富な営業経験に基づく収益力強化におけ
る知識・経験を有しているため、取締役として選任しました。

（注）1. 杉田浩二は、一般財団法人みやぎん経済研究所の理事長を兼務しており、当行と同研究所との間には経済動
向誌購入等の取引があります。

2. その他の候補者と当行の間には、特別の利害関係はありません。
3. 監査等委員会の取締役選任議案についての意見の概要は以下のとおりであります。

監査等委員でない取締役の各候補者については、任意の指名報酬委員会（社外取締役が委員の過半数を占め
ています。）での審議を経たうえで、監査等委員会として取締役会全体の実効性の観点から慎重な検討を行い
ました。その結果、取締役の職責と役割を果たしうる適切な人選がなされており、当行の取締役として適任
であると判断しました。

4. 当行は、役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、被保険者が当行の役員としての業務につき行
った行為に起因して被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害が填補され
ます。ただし、違法行為に起因して生じた当該損害は填補されない等の免責事由があります。なお、保険料
は全額当行が負担しております。また、各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者とな
り、任期途中に当該保険契約を更新する予定です。
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第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件
監査等委員である取締役 原口哲二氏は本総会終結の時をもって辞任され、

監査等委員である取締役 柏田芳徳氏は本総会終結の時をもって任期満了とな
ります。つきましては、監査等委員である取締役２名の選任をお願いいたした
いと存じます。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号 氏 名 現在の当行における地位等

1 か わ ち か つ の り

河内 克典 新 任 専務取締役（代表取締役）
（執行役員兼務）

２ かしわ だ よ し の り

柏田 芳徳
再 任

社外取締役 社外取締役（監査等委員）
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生年月日
1960年５月21日

所有する当行の株式の数
4,720株

１ かわ ち かつ のり

河内 克典 新 任

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1983年４月 当行入行
2007年４月 昭和町支店長
2008年６月 経営企画部主任調査役
2011年６月 個人金融部長
2013年４月 証券国際部長
2014年４月 市場金融部長
2015年６月 当行取締役経営企画部長兼収益管理室長
2017年４月 当行取締役経営企画部長兼収益管理室長兼ＩＴ戦略室長
2018年４月 当行常務取締役
2019年６月 当行常務取締役（執行役員兼務）
2021年６月 当行専務取締役（執行役員兼務）
2022年６月 当行代表取締役専務（執行役員兼務）

現在に至る
（取締役在位年数） 10年（本総会終結時）

取締役候補者と
した理由

当行の経営陣としての経験を活かし、的確かつ公正な監査による当行の健全性
確保に貢献できると考え、取締役監査等委員として選任しました。

生年月日
1965年２月23日

所有する当行の株式の数
948株

２ か し わだ よし のり

柏田 芳徳 再 任 社外取締役

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1994年４月 弁護士登録
2002年１月 柏田法律事務所開設
2021年６月 当行社外取締役（監査等委員）

現在に至る
（重要な兼職の状況）柏田法律事務所所長
（社外取締役在位年数） ４年（本総会終結時）
（取締役監査等委員在位年数） ４年（本総会終結時）

社外取締役候補
者とした理由お
よび期待される

役割

弁護士として法令等に関する専門的知見を有しており、その経験、見識を当行
の経営に生かしていただくため、取締役監査等委員として選任しました。
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（注）1. 各候補者と当行の間には、特別の利害関係はありません。
2. 柏田芳徳氏は、社外取締役候補者であります。
3. 当行は、柏田芳徳氏との間で、会社法第427条第１項に基づく責任限定契約を締結しております。柏田芳徳

氏が監査等委員である取締役に就任した場合、当行は、柏田芳徳氏との責任限定契約を改めて締結する予定
です。当該契約に基づく監査等委員である取締役の責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額となりま
す。

4. 柏田芳徳氏は、東京証券取引所および福岡証券取引所に対し、独立役員（社外取締役）として届け出ており
ます。

5. 当行は、役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、被保険者が当行の役員としての業務につき行
った行為に起因して被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害が填補され
ます。ただし、違法行為に起因して生じた当該損害は填補されない等の免責事由があります。なお、保険料
は全額当行が負担しております。また、候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、
任期途中に当該保険契約を更新する予定です。
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（ご参考）
選任後の監査等委員会の構成（予定）

氏 名 当行における地位および重要な兼職の状況

か わ ち か つ の り

河内 克典 新 任 監査等委員である取締役（常勤）

し ま づ ひ さ と も

島津 久友
社 外
独 立

監査等委員である取締役
島津山林株式会社代表取締役
株式会社島津茶園代表取締役
株式会社ハンズマン社外監査役

か し わ だ よ し の り

柏田 芳徳
再 任
社 外
独 立

監査等委員である取締役
柏田法律事務所所長

あ さ や ま り え

浅山 理恵
社 外
独 立

監査等委員である取締役
SMBCオペレーションサービス株式会社
取締役副社長
GMOフィナンシャルゲート株式会社
社外取締役監査等委員

こ う づ ま か ず ひ ろ

髙妻 和寛
社 外
独 立

監査等委員である取締役
髙妻公認会計士事務所所長
髙妻和寛税理士事務所所長

社 外 社外取締役 独 立 証券取引所届出独立役員
※監査等委員である取締役の任期は２年であり、島津久友氏、浅山理恵氏、髙妻和寛氏は2024年６
月開催の第139期定時株主総会において選任され就任しております。
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（ご参考）

独立社外取締役の独立性の判断基準

以下の事項に該当しない場合、当該社外取締役に独立性があると判断してお
ります。
1. 過去10年間を含め、当行および当行グループ会社の業務執行者または

職員である者
2. 当行を主要な取引先とする者もしくはその業務執行者、または、当行の

主要な取引先もしくはその業務執行者。ただし、ここでいう「取引先」
には、国、県、市町村およびそれらに関連した公的機関は含みません

3. 当行および当行グループから役員報酬以外に、過去３年間平均で年間
1,000万円以上の金銭（寄付を含む。）等を得ている者（例：コンサル
タント、会計専門家、法律専門家等）

4. 現在または過去１年間において、上記２および３に該当している者
5. 配偶者、二親等以内の親族または同居者が、上記１から４までに該当す

る者
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（ご参考）取締役会のスキル･マトリックス
招集ご通知記載の候補者を原案どおりご選任いただいた場合の、取締役会の

スキル・マトリックスは、以下のとおりとなります。

氏 名 地 位
求める専門性・経験等

企業経営 金融経済 財務・会計 法務・
リスク管理 人材開発

監
査
等
委
員
で
な
い
取
締
役

杉田 浩二 取締役頭取 ● ● ● ● ●

西川 義久 常務取締役 ● ● ● ●

渡邊 友樹 常務取締役 ● ● ● ●

琴寄 攝也 取締役 ● ●

長友 正人 取締役 ● ●

監
査
等
委
員
で
あ
る
取
締
役

河内 克典 取締役 ● ● ● ● ●

島津 久友 取締役（社外） ● ● ●

柏田 芳徳 取締役（社外） ● ●

浅山 理恵 取締役（社外） ● ● ●

髙妻 和寛 取締役（社外） ● ●

※上記一覧表は、各人の有するすべての知見や経験を表すものではありません。
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1. 当行の現況に関する事項
（1）事業の経過および成果等
主要な事業内容
当行は本店を含む71カ店および出張所25カ所において、預金業務、貸出業務、内

国為替業務、外国為替業務およびその他付随業務を行っております。

経済環境
（国 内）
2024年度の国内経済は、回復基調が継続しました。企業の生産、設備投資は増加

傾向が続いており、個人所得、雇用環境についても緩やかに改善しています。一方、
円安環境の継続や、国内の人手不足によるサービス価格上昇などを背景に、国内物価
は上昇しており、個人消費の回復に影響を与えています。

金融市場においては、日経平均株価は、夏にかけて米国経済の堅調な見通しを受
け、4万2千円台まで上昇しましたが、7月の日本銀行による政策金利の引き上げを受
け、一時３万１千円台まで低下しました。その後、12月に4万円台まで回復しました
が、米国の関税政策による経済への不透明感の強まりを受け、当期末は3万5千円台
まで下落しました。長期金利の指標となる新発10年物国債利回りは、政策金利の引
き上げを受け上昇基調で推移し、2025年3月に一時1.5％を超えて上昇しましたが、
当期末は1.4％台となりました。為替相場（対ドル）は、日米の金利差を背景に円安
が進行し、7月に一時161円台となりましたが、政策金利の引き上げ等を受け円高に
転換し、当期末は149円台となりました。
（県 内）
県内経済は、法人の生産活動は弱含んでいるものの、個人消費を中心に緩やかな回

復が続いています。観光需要の回復や堅調な雇用環境により、景気回復の継続が期待
される一方、物価の高止まりと人手不足が個人消費と生産活動の抑制要因として懸念
されています。
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事業の経過および成果
当行は、2023年４月からスタートした中期経営計画「First Call Bank」（計画期

間：2023年４月〜2026年３月）に基づき、「First Call Bank営業の確立」、「経営基
盤の強化」、「サステナビリティ経営の実践」を基本戦略とし、地域社会のサステナビ
リティに貢献することで、圧倒的に信頼される銀行グループを目指し、全力で取り組
んでまいりました。
2024年度は、景気回復の兆しが垣間見えた一方で、為替相場の急激な変動や人手

不足、原材料費の高止まりなど、事業経営に対する厳しい環境が続く中、中期経営計
画「First Call Bank」の中間年度として、お客さまや地元経済の成長につながるさ
まざまな取り組みやDX関連の施策を積極的に展開し、経営内容の充実に努めてまい
りました。

（事業の経過）
〔2024年度の経営実績〕

中計「First Call Bank」
目標指標

2024年度
実績

2025年度
中計最終目標

収 益 性 経常利益 132億円 140億円以上
ＲＯＥ 5.14％ 5.0％以上

効 率 性 ＯＨＲ(※) 56.97％ 60.0％未満
健 全 性 自己資本比率 9.63％ 8.00％以上

(※)OHR = 経費 ÷ コア業務粗利益(業務粗利益 ― 債券関係損益)

〔First Call Bank営業の確立〕
営業推進態勢の強化やDX推進による個人・法人ビジネスの深化、グループ総合

力によるコンサルティング営業を実践し、顧客から圧倒的に信頼される営業の確立
を目指してまいります。

① 地元経済が人手不足や物価高への対策を進める中、当行は地域金融機関の役割
を果たすべく、各企業の経営実態を踏まえた支援を積極的に行ってまいりまし
た。事業承継・M&Aの支援件数は、2025年3月までの累計で4,000件以上とな
り、お客さまの持続的な成長に貢献することで、事業継続を支援してまいりまし
た。さらに、IT・デジタル化支援等、事業内容や企業ニーズに即したきめ細やか
な支援を可能とする体制の構築を進め、お客さまの本業支援や地域経済の活性化
に努めてまいりました。

② 多様化する企業の資金調達ニーズに対応するため、当行では私募債やシンジケ
ートローン等のさまざまな資金調達手段の提供を行っております。シンジケート
ローンは、2024年度に3件・総額232億円を組成いたしました。引き続き、お客
さまのさまざまなニーズに応じたサービスを提供することで、お客さまの成長と
地域経済の一層の発展に貢献してまいります。
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③ 2021年１月より展開している「みやぎんアプリ」は、口座の残高・入出金照
会、振替・振込の機能に加え、諸届、ローン、投資信託の機能を搭載するなど利
便性を高め、2025年3月末時点でアプリ登録ユーザ数23万人以上、月間アクテ
ィブユーザ率80％以上と多くのお客さまにご利用いただいております。2024年
8月には、外貨預金取引機能の追加、2024年11月には、アプリへ取引先の広告
を配信する「みやぎんバナー広告サービス」を開始しました。個人向けサービス
における非対面取引の中心的なチャネルとして、今後も順次機能追加を行い、ア
プリの魅力向上を図ってまいります。
2024年6月には住宅ローンWeb受付システム「WELCOME」を導入し、これ

までの住宅ローン事前Web受付申し込み機能に加え、住宅ローンの審査状況・
結果の確認や住宅事業者さまによる代行手続きなどが可能になりました。
引き続き、非対面チャネルにおけるお客さまの利便性向上を進めてまいりま

す。

④ グループ会社の取り組みとして、「宮銀デジタルソリューションズ株式会社」
では、先進的なデジタル技術を通じたサービスの一層の充実と新たな価値提供を
図ることを目的に、ITコンサルティングやIT戦略立案の支援、スピーディーな開
発体制、幅広いパートナーとの提携により、企業の成長やイノベーションの支援
に取り組んでおります。
社会課題の解決を通じた地域活性化を目的に、2021年8月に「株式会社ひなた

保証」を設立し、家賃保証ビジネスへ参入、創業2期で黒字化を実現しました。
他の地方銀行に対してノウハウを有償で提供するビジネスモデルも展開してお
り、2025年3月末までに4件のアドバイザリー契約を締結いたしました。
引き続き、グループ各社のソリューション力強化を図り、より強固な銀行グル

ープへの進化を実現してまいります。
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〔経営基盤の強化〕
環境変化に応じた人事制度・仕組みや教育体系の構築による人的資本経営の高度

化、機能・店舗網などのリアル店舗の最適化、本部機能の高度化を図り経営基盤の
強化を目指してまいります。

① 従業員一人一人が持つ能力や特性、描くキャリアやライフスタイルなど、多様
な価値観・職業観に柔軟に対応するため、成果･貢献に応じた処遇差の拡大や単
身赴任手当の新設など人事制度の改定を行いました。賃金面では、2025年4月か
ら6.5％程度の賃上げを行いました。賃上げ率は昨年度を上回る水準であり、5％
以上の賃上げは2年連続となります。
従業員の健康管理を経営的な視点で捉え、戦略的に取り組む「健康経営」を推

進しており、優良な健康経営を実践する企業として「健康経営優良法人2025
（大規模法人部門）」に認定されました。健康経営優良法人への認定は8年連続と
なります。加えて、スポーツ活動に積極的に取り組む企業として「スポーツエー
ルカンパニー」に5年連続認定され、通算5回以上認定された企業としてブロンズ
認定を県内で初めて付与されました。
多様なバックグラウンド・価値観を持つ人財が、多様な専門性と付加価値を高

めることで、働きがいと成果を両立できる環境の実現に向け、人的資本経営の高
度化を図ってまいります。

② 営業店における事務量削減を目的に、Webでお手続き可能なサービスの拡充
や、銀行の基幹業務である融資業務への生成AIの利用を開始いたしました。営業
店の行員が融資案件の行内決裁を受ける際に作成する融資稟議書作成業務に生成
AIを活用することで、従来、行員が手作業で行っていた作成時間を95％削減いた
しました。
2025年4月、窓口で現金の取り扱いがない新しい形態の店舗「みやぎんキャッ

シュレスステーション」を設置しました。現金の取り扱いをなくすことで、少人
数での店舗運営を可能にし、対面で取引できる拠点を効率的に残すことを実現い
たしました。
リアル店舗を「事務」から「コンサルティング」の場へと進化させるととも

に、店舗網の再構築を進めることで、地方銀行の強みである「営業店ネットワー
クの優位性」の極大化を目指してまいります。

③ 銀行内部の業務効率化では、デジタル技術を活用した生産性向上に取り組んだ
結果、約8万4千時間、人員換算で約40人分の削減効果を実現しました。
「生成AI」に関して、銀行業務の生産性を飛躍的に向上させる可能性を秘めて
いるとして、銀行業務の根幹である融資業務への活用を開始、その他の領域への
応用についても検討を進めております。
2024年11月には、最新の独自AI技術で生成した当行専属のオリジナルAIタレ

ントを起用、さまざまな業務における生産性向上のみならず、ブランドイメージ
向上においても生成AIを積極的に活用してまいります。
引き続き、DXを重要な経営課題として捉え、先端技術の積極的な利活用を進

めていくことで、経営基盤の強化を進めてまいります。
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〔サステナビリティ経営の実践〕
地域課題の解決に資する事業・活動を通じたサステナビリティ経営を実践し、当

行グループの社会的価値の極大化を図ってまいります。また、「みやぎんESG経営
目標」を策定し、ステークホルダーに対してESGに関するコミットメントを開示し
てまいります。

① 2023年3月、「みやぎんESG経営目標」（対象期間：2023年4月〜2026年3
月）を策定し、3つのKPIとして、ESG関連投融資1,500億円（3ヵ年累計）、行内
温室効果ガス2013年度比60％削減（2030年度）、係長級に占める女性の割合
40％（2025年度）を設定し、ESGの取り組みを強化しております。2025年3月
末で、ESG関連投融資2,139億円、行内温室効果ガス2013年度比52％削減、係
長級に占める女性の割合42％と順調に推移しております。

② 当行の営業基盤である宮崎・鹿児島県は大規模な台風の影響を受けやすい地域
であり、気候変動への対応は企業経営の大きな課題となっていることから、
「TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)」提言への賛同を表明しておりま
す。お客さまのCO ₂ 排出量削減を支援するサービスの導入に加え、自行の温室
効果ガス削減へ向け、照明設備のLED化や空調設備更新によるエネルギー効率の
改善等を行ってまいりました。2024年4月には、サステナビリティ推進室を設置
し、サステナビリティ経営をさらに加速させております。

③ 2024年1月、九州・沖縄での半導体関連産業を起点とする経済成長に、より具
体的かつ能動的に貢献するため、九州・山口・沖縄地銀が共同で諸課題に対して
取り組むことを目的に、九州・山口・沖縄地銀13行で『「新生シリコンアイラン
ド九州」の実現に向けた連携協定（愛称Q-BASS）』を締結しました。具体的な取
り組みとしては、2024年10月に「半導体・日台協業プロジェクト」へ参画し、
2024年12月には「半導体関連企業向け台湾商談会」を、2025年2月には「脱炭
素セミナー」をそれぞれ開催しました。
参加金融機関が相互の連携を強化し、地域社会に対する安定的かつ高品質な金

融機能の提供および地域経済のさらなる成長を目指すため、2024年7月、地元信
用金庫2庫との連携協定である「ひなたアライアンス」を締結しました。現在、
相続事務の共通化をメインテーマとした事務分科会と、顧客向けソリューション
を相互に活用することを目的とした顧客支援分科会を立ち上げ、継続的にディス
カッションを行っております。
地域の課題解決に資する事業・活動を通じ、地域社会の持続的な成長に貢献し

てまいります。
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（事業の成果）
〔資産、負債等の状況〕

以上の各種取り組みにより、当期末の貸出金残高は、個人貸出および法人貸出が
増加したことから、前期末に比べ1,073億円増加して２兆3,965億円となりました。
当期末の預金および譲渡性預金の残高は、個人預金が増加した一方、法人預金が

減少したことから、前期末に比べ6億円減少して３兆1,693億円となりました。
当期末の投資信託の預り残高は、前期末に比べ79億円増加して1,003億円、ま

た、保険の預り残高は、前期末に比べ35億円増加して2,149億円となりました。
当期末の有価証券残高は、地方債やその他の証券が減少したことから、前期末に

比べ536億円減少して7,768億円となりました。
外国為替取扱高は、外貨預金取扱高の増加により65百万ドル増加して423百万ド

ルとなりました。

〔損益状況〕
経常収益は、貸出金利息や有価証券利息配当金の増加により資金運用収益が増加

し、預り資産手数料や受入雑手数料の増加により役務取引等収益が増加したことか
ら、前期に比べ111億94百万円増加して738億64百万円となりました。
経常費用は、売現先利息や債券貸借取引支払利息の増加により資金調達費用が増

加し、貸倒引当金繰入額の増加によりその他経常費用が増加したことから、前期に
比べ71億47百万円増加して605億80百万円となりました。
この結果、経常利益は前期に比べ40億46百万円増加して132億84百万円、当期

純利益は同27億23百万円増加して93億42百万円となりました。
また、効率性の指標となるOHRは56.97％、資本効率の指標であるROEは5.14

％となりました。
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当行が対処すべき課題
当行を取り巻く経営環境は、人口減少に伴う地方経済の縮小や後継者不足による事

業者数の減少等の中長期的な課題に加え、金利ある世界への対応、地政学上のリスク
等、複雑性・不確実性が一層増しております。また、キャリア観の変化、業務の複雑
化・専門化等、「人」を取り巻く環境も大きく変化しており、企業経営における人的
資本の重要性も増してきております。
そうした環境の中においても、地方銀行の使命は変わることなく、資金の提供や金

融サービスを通じ、お客さまや地域社会が抱える課題を解決していくことでありま
す。人財を資本として捉え、その価値を最大限に引き出す人的資本経営を実践するこ
とで、お客さまと地域経済の持続的な成長の実現に向けて、役職員一丸となって誠心
誠意取り組んでまいります。
当行は、2023年4月よりスタートした中期経営計画「First Call Bank」（計画期

間：2023年4月〜2026年3月）に取り組んでおります。本計画では、地域と共に持
続的な成長を実現するインフラ創造企業という長期ビジョンのもと、基本方針として
「『リアル・対面』と『デジタル・非対面』を融合させ、『リアル店舗を持ったデジタ
ルバンクを実現する』」を掲げ、3つの基本戦略「First Call Bank営業の確立」・「経営
基盤の強化」・「サステナビリティ経営の実践」に取り組むことで、地域社会のサステ
ナビリティに貢献し、圧倒的に信頼される銀行グループ、すなわち「First Call
Bank」を目指しております。当行100周年である2032年の長期ビジョン達成に向
け、本計画を「変革と成長」のステージと位置付け、前例にとらわれない変革を進め
ることで、長期ビジョン達成に向けた成長を加速させてまいります。
また、「DX」も重要な経営課題として認識し、お客さまのIT・デジタル化支援や非

対面チャネルの強化、業務効率化、デジタルマーケティング強化等、DX推進に注力
してまいります。地方経済の衰退を背景に、地方銀行のビジネスモデル変革が求めら
れる中、商品・機能・体制のDXや店舗・人員の最適化等、業容拡大とDX推進の両立
を図り、「リアル店舗を持ったデジタルバンク」を実現することで、持続的な競争力
を持つ地方銀行への変革を目指してまいります。
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（2）財産および損益の状況
（単位：百万円）

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
預 金 2,952,975 3,085,817 3,118,288 3,125,069

定 期 性 預 金 729,355 748,497 723,188 725,862
そ の 他 2,223,620 2,337,320 2,395,100 2,399,206

貸 出 金 2,263,593 2,246,429 2,289,235 2,396,587
個 人 向 け 780,295 825,122 880,173 940,237
中 小 企 業 向 け 1,018,266 1,038,820 1,022,791 1,022,175
そ の 他 465,032 382,487 386,271 434,175

商 品 有 価 証 券 − − − −
有 価 証 券 715,797 695,475 830,535 776,896

国 債 76,473 22,881 15,937 44,915
そ の 他 639,323 672,594 814,598 731,981

社 債 − − − −
総 資 産 4,232,450 4,016,621 4,100,554 4,060,743
内 国 為 替 取 扱 高 18,488,255 18,755,881 19,026,993 19,674,902
外 国 為 替 取 扱 高 百万ドル 百万ドル 百万ドル 百万ドル

483 452 357 423
経 常 利 益 10,559 11,089 9,237 13,284
当 期 純 利 益 6,639 7,637 6,618 9,342
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

384 92 442 44 382 46 548 02
（注） 1. 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。

2. １株当たり当期純利益は、当期純利益を期中の平均発行済株式数（自己株式数を控除した株式数）で除して
算出しております。

（参考）企業集団の財産および損益の状況
（単位：百万円）

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
経 常 収 益 63,824 66,127 68,889 80,192
経 常 利 益 11,535 11,848 9,986 13,947
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 7,473 8,127 7,087 9,784
包 括 利 益 2,226 5,819 28,387 2,715
純 資 産 額 159,130 163,159 189,852 189,639
総 資 産 4,241,963 4,025,257 4,110,848 4,071,776

（注）1. 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
2. 2023年度より当行の連結子会社である宮銀リース株式会社は、割賦販売取引の売上高及び売上原価の計上基
準を変更しています。この変更に伴い、2022年度については遡及適用後の数値を記載しております。
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（3）使用人の状況
当 年 度 末

使 用 人 数 1,284人
平 均 年 齢 39年 １月
平 均 勤 続 年 数 16年 １月
平 均 給 与 月 額 369千円

（注） 1. 使用人数は在籍者ベースで記載しております。
2. 平均年齢、平均勤続年数、平均給与月額は、それぞれ単位未満を切り捨てて表示しております。
3. 使用人数には、臨時雇員および嘱託は含まれておりません。
4. 平均給与月額は、賞与を除く３月中の平均給与月額であります。

（4）営業所等の状況
イ．営業所数

当 年 度 末
宮 崎 県 85カ店（うち出張所25カ所）
鹿 児 島 県 6 （ - ）
大 分 県 1 （ - ）
熊 本 県 1 （ - ）
福 岡 県 1 （ - ）
東 京 都 2 （ - ）
合 計 96 （ 25 ）

（注） 上記のほか、当年度末において店舗外現金自動設備を124カ所設置しております。

ロ．当年度新設営業所
該当ありません。

注．当年度において、店舗外現金自動設備を３カ所廃止いたしました。
（廃止店舗外現金自動設備）
松栄ストア堤店ATMコーナー
モールひろせ鷹尾店ATMコーナー
松栄ストアえびの店ATMコーナー

ハ．銀行代理業者の一覧
該当ありません。

ニ．銀行が営む銀行代理業等の状況
該当ありません。
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（5）設備投資の状況
イ．設備投資の総額

（単位：百万円）
設備投資の総額 2,346

ロ．重要な設備の新設等
（単位：百万円）

内 容 金 額
営業店サーバー集中システム更改 436
インターネットバンキング基盤更改 133
共有認証システム更改 119
じゅうだん会共同基盤更改 107

（6）重要な親会社および子会社等の状況
イ．親会社の状況

該当ありません。

ロ．子会社等の状況

会 社 名 所 在 地 主要業務内容 資本金
当行が有する
子会社等の
議決権比率

その他

宮 銀 ビ ジ ネ ス
サービス株式会社

宮 崎 市 橘 通 東
1 丁 目 7 番 4 号

当行委託のビルの清掃・警
備および設備の保守・点
検・管理業務

百万円 ％

10 100.00 ―

宮 銀 デ ジ タ ル
ソリューションズ
株 式 会 社

宮崎市高千穂通
1丁目5番14号

コンピューターによる事務
処理の受託、ソフトウェア
開発、コンサルティング等

10 100.00 ―

宮銀リース株式会社 宮 崎 市 橘 通 東
1 丁 目 7 番 4 号

機械・設備リース、各種フ
ァイナンス等 50 100.00 ―

宮 銀 ベ ン チ ャ ー
キャピタル株式会社

宮 崎 市 橘 通 東
4 丁 目 3 番 5 号

ニュービジネス育成・強化
の支援等 10 100.00 ―

宮銀保証株式会社 宮 崎 市 橘 通 東
1 丁 目 7 番 4 号

各種消費者ローン等の保証
業務 20 100.00 ―

宮銀カード株式会社 宮 崎 市 橘 通 東
1 丁 目 7 番 4 号

クレジットカード業務、保
証業務 80 100.00 ―
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重要な業務提携の概況
1. 地方銀行61行の提携により、現金自動設備の相互利用による現金自動引出し等
のサービス（略称ACS）を行っております。

2. 地方銀行61行と都市銀行、信託銀行、第二地方銀行協会加盟行、信用金庫、信
用組合、系統農協・信漁連（農林中金、信連を含む）、労働金庫との提携により、
現金自動設備の相互利用による現金自動引出し等のサービス（略称MICS）を行
っております。

3. 地銀ネットワークサービス株式会社（地方銀行61行の共同出資会社、略称
CNS）において、データ伝送の方法により取引先企業との間の総合振込、口座振
替、入出金取引明細等各種データの授受のサービス等を行っております。

4. ゆうちょ銀行との提携により、現金自動設備の相互利用による現金自動引出し
等のサービスを行っております。

5. セブン銀行、イーネットおよびローソン銀行との提携により、コンビニエンス
ストア等の店舗内に設置した共同設置現金自動設備による現金自動引出し・現金
自動入金等のサービスを行っております。

6. 地方銀行７行によるじゅうだん会（八十二銀行、宮崎銀行、山形銀行、筑波銀
行、武蔵野銀行、阿波銀行、琉球銀行）では、システム共同化に合意し、八十二
銀行が開発した共同版システムへの移行を実施しております。

（7）事業譲渡等の状況
該当ありません。
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2. 会社役員（取締役）に関する事項
（1）会社役員の状況

（年度末現在）
氏 名 地位および担当 重要な兼職等 そ の 他

杉 田 浩 二 取締役頭取（代表取締役）
秘書室

一般財団法人みやぎん経済
研究所理事長

河 内 克 典
専務取締役（代表取締役）
営業本部（営業統括部・ビジネスソリューション部・
マネーコンサルティング部・国際部）、
品質向上推進室

西 川 義 久
常務取締役
融資部、リスク統括部、
事務統括部、総務部

渡 邊 友 樹
常務取締役
経営企画部、市場金融部、人事部、
グループ会社

原 口 哲 二 取締役（常勤監査等委員）

島 津 久 友 社外取締役（監査等委員）

島津山林株式会社
代表取締役
株式会社島津茶園
代表取締役
株式会社ハンズマン
社外監査役

柏 田 芳 徳 社外取締役（監査等委員） 柏田法律事務所 所長

浅 山 理 恵 社外取締役（監査等委員）

SMBCオペレーションサービス
株式会社
取締役副社長
GMOフィナンシャルゲート
株式会社
社外取締役監査等委員

髙 妻 和 寛 社外取締役（監査等委員）
髙妻公認会計士事務所
所長
髙妻和寛税理士事務所
所長

（当年度中に退任した役員）
該当ありません。

（注） 1. 役員の地位は年度末現在のものであります。
2. 社外取締役（監査等委員） 島津久友、柏田芳徳、浅山理恵、髙妻和寛の４氏は、独立役員に指定しております。
3. 当行は、監査等委員である取締役のうち原口哲二を、常勤の監査等委員として選定しております。その理由は、行内
事情に精通した者による重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携により監査等委員会による監査・監督の
実効性を高めるためであります。

4. 社外取締役（監査等委員） 浅山理恵氏の戸籍上の氏名は、久保理恵であります。
5. 社外取締役（監査等委員） 髙妻和寛氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知
見を有しております。



事業報告

29

（2）会社役員に対する報酬等
① 取締役（監査等委員である取締役を除く）の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針

以下の１〜７の方針の原案について、指名報酬委員会による審議を行ったうえで、2021年３月26日開催の取締
役会の決議により決定いたしました。
なお、当事業年度にかかる各取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の内容は、指名報酬委員会への

諮問とその答申内容、および監査等委員会の意見を踏まえたうえで、取締役会にて決定しております。また、その
報酬等の内容の決定方法、および決定した報酬等の内容が本決定方針に整合していることを確認しており、取締役
会は、当事業年度にかかる当該報酬等の内容は、本決定方針に沿うものであると判断しております。

１．基本方針
当行の取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ

として十分に機能するとともに、株主の長期的利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際して
は、各職責を踏まえた公正かつ適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、固定報酬としての「基本
報酬」、業績等を勘案して支給する「役員賞与」および「ストック・オプション報酬」により構成し、監査等委員
である取締役の報酬は、固定報酬としての「基本報酬」のみとします。

２．基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在位年数に応じ、他行水準、当行の業績、従業員給与の水準

等を総合的に勘案し、役位に応じた支給額を下記６．の方法により決定します。
３．役員賞与の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

役員賞与は、業績向上への貢献意欲や士気を高めるため、毎事業年度の当期純利益等を勘案し、毎事業年度末終
了後に、2016年6月24日開催の定時株主総会にて承認された、基本報酬を含めた最高限度額年額300百万円の範
囲内で、役位に応じた支給額を下記６．の方法により決定します。

４．ストック・オプション報酬の個人別の額の決定に関する方針
ストック・オプション報酬は、業績に対する意欲や士気を一層高めることにより、企業価値の持続的向上を図

るため、取締役（監査等委員である取締役および非常勤取締役を除く）に対して、新株予約権を年額70百万円の範
囲で割り当てることを、2016年6月24日開催の定時株主総会にて承認を受けており、下記６．の方法により、予
め定めた役位に応じた付与額および付与時期を決定します。

５．基本報酬額、役員賞与額およびストック・オプション報酬額の割合の決定に関する方針
基本報酬額、役員賞与額およびストック・オプション報酬額の割合は以下の範囲で下記６．の方法により決定

します。なお、基本報酬額には使用人兼務取締役の使用人としての報酬を含むものとします。
◆ 基本報酬額（年額）： 役員賞与額 ： ストック・オプション報酬額

＝ １ ： ０.０〜０.３ ： ０.０〜０.３
６．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法

取締役（監査等委員である取締役を除く）の個人別の各報酬等の内容については、社外取締役が委員長を務め
る指名報酬委員会への諮問とその答申内容、および監査等委員会の意見を踏まえたうえで、取締役会において決定
します。

７．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する重要な事項
ストック・オプション報酬は、取締役を解任された場合等、一定の事由が生じた場合は、当該取締役は新株予約

権を行使できないこととし、未行使の新株予約権全部を放棄したとみなすこととします。
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② 取締役の報酬等の総額等
（単位：百万円）

区 分 支給人数 報 酬 等 計基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等
取 締 役
（監査等委員を除く） 4名 123 28 31 184

取 締 役
（監 査 等 委 員） 5名 50 − − 50

計 9名 174 28 31 234
（注） 1. 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。

2. 基本報酬および業績連動報酬等については、2016年６月24日開催の定時株主総会の決議をもって、取締役
全員の報酬年額の最高限度額（監査等委員でない取締役 年額300百万円、監査等委員である取締役 年額
100百万円）を決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員でない取締役は９名、監査等委員
である取締役は６名です。また、非金銭報酬等については、2016年６月24日開催の定時株主総会の決議をも
って、取締役（監査等委員である取締役および非常勤取締役を除く）に対して新株予約権（株式報酬型ストッ
ク・オプション）を年額70百万円以内の範囲で割り当てることを決議しております。当該定時株主総会終結時
点の監査等委員でない取締役は９名です。

3. 業績連動報酬等は、役員賞与引当金繰入額28百万円であります。
4. 非金銭報酬等は、新株予約権（株式報酬型ストック・オプション）に関する報酬等の額31百万円でありま
す。

（3）責任限定契約
氏 名 責任限定契約の内容の概要

島 津 久 友
（監 査 等 委 員）

会社法第423条第1項に定める責任について、その職務を行うにつき善意
でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任
限度額を限度として、銀行に対して損害賠償責任を負うものとします。

柏 田 芳 徳
（監 査 等 委 員）
浅 山 理 恵
（監 査 等 委 員）
髙 妻 和 寛
（監 査 等 委 員）

（4）補償契約
該当ありません。

（5）役員等賠償責任保険契約に関する事項
被保険者の範囲 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

すべての取締役

役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、被保険者が当行の役
員としての業務につき行った行為に起因して被保険者に対して損害賠償請
求がなされたことにより、被保険者が被る損害が填補されます。ただし、
違法行為に起因して生じた当該損害は填補されない等の免責事由がありま
す。なお、保険料は全額当行が負担しております。
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3. 社外役員に関する事項
（1）社外役員の兼職その他の状況

氏 名 兼職その他の状況
島 津 久 友
（監 査 等 委 員）

島津山林株式会社 代表取締役
株式会社島津茶園 代表取締役
株式会社ハンズマン 社外監査役

柏 田 芳 徳
（監 査 等 委 員） 柏田法律事務所 所長
浅 山 理 恵
（監 査 等 委 員）

SMBCオペレーションサービス株式会社 取締役副社長
GMOフィナンシャルゲート株式会社 社外取締役監査等委員

髙 妻 和 寛
（監 査 等 委 員）

髙妻公認会計士事務所 所長
髙妻和寛税理士事務所 所長

（注）1. 社外取締役（監査等委員） 島津久友、柏田芳徳、浅山理恵、髙妻和寛の４氏は、独立役員に指定して
おります。

2. 当行と上記の兼職先等との間には特別の関係はありません。

（2）社外役員の主な活動状況
氏 名 在任期間 取締役会等への出席状況 取締役会等における発言

その他の活動状況
島 津 久 友

（監査等委員）
2015年
６月25日〜
社外監査役

2016年
６月24日〜
社外取締役

（監査等委員）

・当事業年度に開催された13回の
取締役会のうち13回に出席して
います。

・当事業年度に開催された15回の
監査等委員会のうち15回に出席
しています。

・当事業年度に開催された4回の指
名報酬委員会のうち4回に出席し
ています。

・当事業年度開催の取締役会、監
査等委員会および指名報酬委員
会に出席し、金融機関等での勤
務経験、また企業経営者として
の豊富な経験・実績に基づく幅
広い見識から、必要な提言を行
うなど、当行が期待する役割を
適切に果たしています。

・その他「会計監査人との意見交
換」、「各所管部店長との意見交
換」等の活動を行っておりま
す。

柏 田 芳 徳
（監査等委員）

2021年
６月24日〜
社外取締役

（監査等委員）

・当事業年度に開催された13回の
取締役会のうち13回に出席して
います。

・当事業年度に開催された15回の
監査等委員会のうち15回に出席
しています。

・当事業年度に開催された4回の指
名報酬委員会のうち4回に出席し
ています。

・当事業年度開催の取締役会、監
査等委員会および指名報酬委員
会に出席し、弁護士として法令
等に関する専門的知見、その豊
富な経験・見識から必要な提言
を行うなど、当行が期待する役
割を適切に果たしています。

・その他「会計監査人との意見交
換」、「各所管部店長との意見交
換」等の活動を行っておりま
す。
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氏 名 在任期間 取締役会等への出席状況 取締役会等における発言
その他の活動状況

浅 山 理 恵
（監査等委員）

2022年
６月23日〜
社外取締役

（監査等委員）

・当事業年度に開催された13回の
取締役会のうち13回に出席して
います。

・当事業年度に開催された15回の
監査等委員会のうち15回に出席
しています。

・当事業年度に開催された4回の指
名報酬委員会のうち4回に出席し
ています。

・当事業年度開催の取締役会、監
査等委員会および指名報酬委員
会に出席し、メガバンクグルー
プにおける幅広い経験や高い見
識から、経営全般に関して必要
な提言を行うなど、当行が期待
する役割を適切に果たしていま
す。

・その他「会計監査人との意見交
換」、「各所管部店長との意見交
換」等の活動を行っておりま
す。

髙 妻 和 寛
（監査等委員）

2022年
６月23日〜
社外取締役

（監査等委員）

・当事業年度に開催された13回の
取締役会のうち12回に出席して
います。

・当事業年度に開催された15回の
監査等委員会のうち13回に出席
しています。

・当事業年度に開催された4回の指
名報酬委員会のうち3回に出席し
ています。

・当事業年度開催の取締役会、監
査等委員会および指名報酬委員
会に出席し、公認会計士・税理
士としての専門的見地から、特
に会計・税務に関して必要な提
言を行うなど、当行が期待する
役割を適切に果たしています。

・その他「会計監査人との意見交
換」、「各所管部店長との意見交
換」等の活動を行っておりま
す。

（3）社外役員に対する報酬等
（単位：百万円）

区 分 支給人数 銀行からの
報 酬 等

銀 行 の 親 会 社 等
か ら の 報 酬 等

取締役（監査等委員） 4名 24 −

報 酬 等 の 合 計 4名 24 −

（4）社外役員の意見
該当ありません。
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4. 当行の株式に関する事項

（1）株式数 発行可能株式総数 29,710千株
発行済株式の総数 17,133千株（うち自己株式147千株）

（2）当年度末株主数 8,303名

（3）大株主（上位10名）
株主の氏名または名称 当行への出資状況

持株数等 持株比率
千株 ％

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行
株 式 会 社 （信 託 口） 1,726 10.16
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行
（信 託 口） 569 3.35
明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 540 3.18
宮 崎 銀 行 従 業 員 持 株 会 468 2.75
株 式 会 社 福 岡 銀 行 457 2.69
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 441 2.59
株 式 会 社 鹿 児 島 銀 行 332 1.96
株 式 会 社 肥 後 銀 行 311 1.83
住 友 生 命 保 険 相 互 会 社 289 1.70
QR フ ァ ン ド 投 資 事 業 有 限 責 任 組 合 271 1.60

（注） 1. 上記のほか、当行名義の自己株式147千株があります。
2. 持株数等は、千株未満を切り捨てて表示しております。
3. 持株比率は、自己株式(147千株)を控除して計算しております。
4. 持株比率は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

（4）役員保有株式
該当ありません。
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5. 会計監査人に関する事項
（1）会計監査人の状況

（単位：百万円）

氏名または名称 当該事業年度
に係る報酬等 その他

有限責任監査法人トーマツ
58 −指定有限責任社員 伊 藤 次 男

指定有限責任社員 甲 斐 貴 志
（注） 1. 当行と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法上の

監査に対する報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないことから、上記の金額はこれらの合計額
を記載しております。

2. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容や職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠等についてその
適切性・妥当性を検証した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項および同条第3項の同意を
行っております。

3. 当行および子会社が支払うべき会計監査人に対する報酬等の合計額は58百万円であります。

（2）責任限定契約
該当ありません。

（3）補償契約
該当ありません。

（4）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査の適正性および信頼性を確保するため、会計監査人

が職業的専門家として適切な監査を実施しているかにつき、適宜監視を行い、そ
の結果、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合など、必要があると判断され
る場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の
内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項および同条第5項に

定められている解任事由に該当する状況にあるなど当行監査業務に重大な支障を
きたす事態が生じた場合には、会計監査人の解任に必要な手続きを行います。
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第140期末（2025年３月31日現在）貸借対照表
（単位：百万円）

科 目 金 額
（資産の部）

現 金 預 け 金 828,368
現 金 57,688
預 け 金 770,679

有 価 証 券 776,896
国 債 44,915
地 方 債 168,763
社 債 57,810
株 式 81,900
そ の 他 の 証 券 423,506

貸 出 金 2,396,587
割 引 手 形 1,988
手 形 貸 付 26,608
証 書 貸 付 2,134,632
当 座 貸 越 233,358

外 国 為 替 5,289
外 国 他 店 預 け 5,219
買 入 外 国 為 替 0
取 立 外 国 為 替 70

そ の 他 資 産 33,844
前 払 費 用 106
未 収 収 益 6,435
金 融 派 生 商 品 3,960
先 物 取 引 差 入 証 拠 金 1,272
そ の 他 の 資 産 22,068

有 形 固 定 資 産 22,233
建 物 7,707
土 地 13,083
リ ー ス 資 産 439
建 設 仮 勘 定 119
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 883

無 形 固 定 資 産 4,699
ソ フ ト ウ ェ ア 4,635
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 64

前 払 年 金 費 用 1,184
繰 延 税 金 資 産 3,251
支 払 承 諾 見 返 3,118
貸 倒 引 当 金 △14,731

資 産 の 部 合 計 4,060,743

科 目 金 額
（負債の部）

預 金 3,125,069
当 座 預 金 57,630
普 通 預 金 2,271,142
貯 蓄 預 金 15,634
通 知 預 金 89
定 期 預 金 725,328
定 期 積 金 534
そ の 他 の 預 金 54,710

譲 渡 性 預 金 44,299
コ ー ル マ ネ ー 24,500
売 現 先 勘 定 112,293
債券貸借取引受入担保金 184,747
借 用 金 349,236
借 入 金 349,236

外 国 為 替 121
売 渡 外 国 為 替 73
未 払 外 国 為 替 47

そ の 他 負 債 32,064
未 決 済 為 替 借 20
未 払 法 人 税 等 1,461
未 払 費 用 3,385
前 受 収 益 2,214
給 付 補 塡 備 金 1
金 融 派 生 商 品 268
リ ー ス 債 務 499
資 産 除 去 債 務 194
そ の 他 の 負 債 24,016

役 員 賞 与 引 当 金 28
退 職 給 付 引 当 金 1,804
睡眠預金払戻損失引当金 62
偶 発 損 失 引 当 金 238
再評価に係る繰延税金負債 2,166
支 払 承 諾 3,118
負 債 の 部 合 計 3,879,751

（純資産の部）
資 本 金 14,697
資 本 剰 余 金 8,771
資 本 準 備 金 8,771

利 益 剰 余 金 143,748
利 益 準 備 金 6,473
そ の 他 利 益 剰 余 金 137,274
別 途 積 立 金 128,501
繰 越 利 益 剰 余 金 8,773

自 己 株 式 △473
株 主 資 本 合 計 166,743
その他有価証券評価差額金 8,964
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 2,540
土 地 再 評 価 差 額 金 2,553
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 14,058
新 株 予 約 権 190
純 資 産 の 部 合 計 180,992
負債及び純資産の部合計 4,060,743
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第140期（2024年４月１日から）損益計算書2025年３月31日まで
（単位：百万円）

科 目 金 額
経 常 収 益 73,864
資 金 運 用 収 益 54,485
貸 出 金 利 息 30,422
有 価 証 券 利 息 配 当 金 20,674
コ ー ル ロ ー ン 利 息 11
預 け 金 利 息 0
金 利 ス ワ ッ プ 受 入 利 息 1,274
そ の 他 の 受 入 利 息 2,101

役 務 取 引 等 収 益 12,380
受 入 為 替 手 数 料 1,895
そ の 他 の 役 務 収 益 10,485

そ の 他 業 務 収 益 2,864
国 債 等 債 券 売 却 益 2,864

そ の 他 経 常 収 益 4,134
償 却 債 権 取 立 益 215
株 式 等 売 却 益 2,967
そ の 他 の 経 常 収 益 951

経 常 費 用 60,580
資 金 調 達 費 用 16,273
預 金 利 息 1,835
譲 渡 性 預 金 利 息 71
コ ー ル マ ネ ー 利 息 183
売 現 先 利 息 4,729
債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 9,405
借 用 金 利 息 4
そ の 他 の 支 払 利 息 44

役 務 取 引 等 費 用 6,076
支 払 為 替 手 数 料 298
そ の 他 の 役 務 費 用 5,778

そ の 他 業 務 費 用 9,274
外 国 為 替 売 買 損 2,371
国 債 等 債 券 売 却 損 6,043
国 債 等 債 券 償 還 損 769
国 債 等 債 券 償 却 8
金 融 派 生 商 品 費 用 82

営 業 経 費 24,075
そ の 他 経 常 費 用 4,880
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 3,284
株 式 等 売 却 損 893
株 式 等 償 却 410
そ の 他 の 経 常 費 用 292

経 常 利 益 13,284
特 別 損 失 57

固 定 資 産 処 分 損 57
税 引 前 当 期 純 利 益 13,226
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 3,506
法 人 税 等 調 整 額 377
法 人 税 等 合 計 3,884
当 期 純 利 益 9,342



連結計算書類

37

第140期末（2025年３月31日現在）連結貸借対照表
（単位：百万円）

科 目 金 額
（資産の部）

現 金 預 け 金 828,456
有 価 証 券 773,296
貸 出 金 2,390,651
外 国 為 替 5,289
リース債権及びリース投資資産 9,751
そ の 他 資 産 42,658
有 形 固 定 資 産 23,089
建 物 7,712
土 地 13,083
建 設 仮 勘 定 119
その他の有形固定資産 2,174

無 形 固 定 資 産 4,813
ソ フ ト ウ ェ ア 4,743
その他の無形固定資産 69

退 職 給 付 に 係 る 資 産 3,930
繰 延 税 金 資 産 2,367
支 払 承 諾 見 返 3,118
貸 倒 引 当 金 △15,647

資 産 の 部 合 計 4,071,776

科 目 金 額
（負債の部）

預 金 3,121,499
譲 渡 性 預 金 41,099
コールマネー及び売渡手形 24,500
売 現 先 勘 定 112,293
債券貸借取引受入担保金 184,747
借 用 金 354,512
外 国 為 替 121
そ の 他 負 債 36,790
役 員 賞 与 引 当 金 28
退 職 給 付 に 係 る 負 債 957
睡眠預金払戻損失引当金 62
偶 発 損 失 引 当 金 238
再評価に係る繰延税金負債 2,166
支 払 承 諾 3,118
負 債 の 部 合 計 3,882,137

（純資産の部）
資 本 金 14,697
資 本 剰 余 金 12,779
利 益 剰 余 金 145,838
自 己 株 式 △473
株 主 資 本 合 計 172,841
その他有価証券評価差額金 8,964
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 2,540
土 地 再 評 価 差 額 金 2,553
退職給付に係る調整累計額 2,549
その他の包括利益累計額合計 16,607
新 株 予 約 権 190
純 資 産 の 部 合 計 189,639
負債及び純資産の部合計 4,071,776
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第140期（2024年４月１日から）連結損益計算書2025年３月31日まで
（単位：百万円）

科 目 金 額
経 常 収 益 80,192
資 金 運 用 収 益 54,617
貸 出 金 利 息 30,399
有 価 証 券 利 息 配 当 金 20,670
コールローン利息及び買入手形利息 11
預 け 金 利 息 0
そ の 他 の 受 入 利 息 3,536

役 務 取 引 等 収 益 12,369
そ の 他 業 務 収 益 9,123
そ の 他 経 常 収 益 4,082
償 却 債 権 取 立 益 215
そ の 他 の 経 常 収 益 3,867

経 常 費 用 66,245
資 金 調 達 費 用 16,269
預 金 利 息 1,834
譲 渡 性 預 金 利 息 69
コールマネー利息及び売渡手形利息 183
売 現 先 利 息 4,729
債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 9,405
借 用 金 利 息 37
そ の 他 の 支 払 利 息 10

役 務 取 引 等 費 用 5,837
そ の 他 業 務 費 用 13,935
営 業 経 費 25,095
そ の 他 経 常 費 用 5,108
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 3,509
そ の 他 の 経 常 費 用 1,598

経 常 利 益 13,947
特 別 損 失 57
固 定 資 産 処 分 損 57

税金等調整前当期純利益 13,889
法人税、住民税及び事業税 3,740
法 人 税 等 調 整 額 364
法 人 税 等 合 計 4,104
当 期 純 利 益 9,784
親会社株主に帰属する当期純利益 9,784
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会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2025年5月7日
株式会社 宮 崎 銀 行
取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人トーマツ
福 岡 事 務 所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 伊 藤 次 男
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 甲 斐 貴 志

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社宮崎銀行の2024年4月1日から2025年

3月31日までの第140期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び
個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示

することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締
役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他
の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記
載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま
た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を
報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し

適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切である

かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚

偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計
算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専

門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する
計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事
象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並び
に計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じ
ている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容に
ついて報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2025年5月7日
株式会社 宮 崎 銀 行
取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人トーマツ
福 岡 事 務 所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 伊 藤 次 男
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 甲 斐 貴 志

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社宮崎銀行の2024年4月1日から2025年3月

31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動
計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社宮崎銀行及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況
を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としての
その他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
たと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示

することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締
役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ

の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他

の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討する
こと、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこと
にある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実

を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成

し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な

虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専

門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明する
ことが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、
将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、
並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適
切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の
監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負
う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じ
ている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容に
ついて報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関

係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書
監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2024年４月１日から2025年３月31日までの第140期事業年度における取締役の職務の
執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並び

に当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運
用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、下記の方法で監査を実施しました。
なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び有限責任監査法人トーマツから当該内部統制の評価

及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
① 監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、当行の内部監
査部門その他の使用人等と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する
事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本部及び主要な営業店において業
務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情
報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計
監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から
「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監
査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を
求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損
益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。当該内部統制システムに関する
事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。また、財務報
告に係る内部統制については、本監査報告書の作成時点において開示すべき重要な不備はない旨の報告を取
締役等及び有限責任監査法人トーマツから受けております。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人 有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（３）連結計算書類の監査結果
会計監査人 有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年5月9日

株式会社 宮崎銀行 監査等委員会
常勤監査等委員 原 口 哲 二 ㊞
監 査 等 委 員 島 津 久 友 ㊞
監 査 等 委 員 柏 田 芳 徳 ㊞
監 査 等 委 員 浅 山 理 恵 ㊞
監 査 等 委 員 髙 妻 和 寛 ㊞

（注） 監査等委員 島津久友、柏田芳徳、浅山理恵、髙妻和寛の４氏は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に定める社外取締役であ
ります。

以 上
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宮崎空港より 自動車：約15分
バ ス：約20分 「橘通り１丁目」下車徒歩約10分

JR宮崎駅より 自動車：約５分
バ ス：約10分 「橘通り１丁目」下車徒歩約10分

ご注意：駐車場はございますが、台数に限りがありますのでご了承ください。


